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みどり３３推進担当部  

公園整備利活用推進課  

 

東京都市計画公園の変更について（第５・６・２０号祖師谷公園） 

 

１ 主旨 

  祖師谷公園は、昭和１８年に旧都市計画法の祖師ヶ谷緑地として決定し、その後、昭

和３２年に面積約５３．３３ｈａの祖師ヶ谷公園として都市計画決定された。そのうち

約１０ｈａが、都立祖師谷公園及び区立公園として開園している。 

  今回の都市計画の変更は、東京都が都市計画道路事業の進捗に伴い、重複する都市計

画道路補助第５４号線（上祖師谷）の区域等を、都市計画公園の区域から削除するとと

もに、既に都立祖師谷公園として開園済みの区域及び地形地物との整合を図るため、都

市計画公園の区域を一部追加するものである。 

この都市計画の変更に関して、都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同

法第１８条第１項の規定により、東京都より受けた意見照会に対し、４月１１日開催の

都市計画審議会に回答案を諮問、賛成を得られたので別添のとおり東京都へ回答したの

で報告する。 

 

２ これまでの経緯 

昭和３２年１２月 都市計画決定 

昭和５０年 ６月 都立祖師谷公園開園（以降、区域の拡張） 

平成１６年 １月 補助５４号線事業認可取得（祖師ヶ谷公園重複部分） 

 令和 ６年 １月 東京都より都市計画法第１８条に基づく意見照会  

  ２月～３月 都市計画法第１７条に基づく都市計画案の公告・縦覧  
  ４月１１日 第１２１回世田谷区都市計画審議会諮問  

    

３ 都市計画変更の概要 

（１）名  称 東京都市計画公園第５・６・２０号祖師谷公園 

（２）内  容 種別、名称、位置、区域及び面積の変更 

 
４ 今後の予定 
令和６年５月 第２４５回東京都都市計画審議会諮問 

６月 都市計画変更決定・告示 
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６世都計第３６号 

令和６年４月１７日 

 

東京都知事 

小 池 百 合 子 様  

                     世田谷区 

                  上記代表者 世田谷区長 

保 坂 展 人  

（ 公印省略 ） 

 

 

東京都市計画公園の変更について（回答） 

（第５・６・２０号祖師谷公園） 

 

 令和６年１月２２日付け５都市政緑第６４５号で照会のありまし

た標記の件について、異議はありません。 

 なお、本都市計画公園の大部分は未開設であり、長期にわたり整備

が進んでいないことから、関係住民に対して、整備に向けたスケジュ

ール等をより丁寧に示すとともに、早期に事業化を行うなど、一層の

整備促進を図るようお願いいたします。 
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